
           大阪市社会福祉研修・情報センターから受講者募集のお知らせ (運営主体:大阪市社会福祉協議会)  

◆提供していただきました個人情報につきましては、名簿の作成、資料の送付等研修事業の運営のためにのみ使用し、他の目的で使用したり、第三者へ提供

することはありません。 

 

            社会福祉講演会(第２回)    
  
 

 

 

   

  

平成 26年 2月 10日(月) 午後 2時～4時（受付 1時 30分～） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◆対 象 者    大阪市内の社会福祉関係事業所に勤務する方や 

大阪市内在住・在勤・在学の方 

◆募集人数  100人（先着順）                    

◆申込方法   ＦＡＸまたはホームページからお申し込みください 

◆申込締切  2月 3日 (月)  
※申し込まれた方は、当日開始時間の 5分前までに、 

直接、会場にお越しください。 

（定員を超過し、参加できない場合のみご連絡いたします） 

◆会   場  大阪市社会福祉研修・情報センター大会議室(5階) 

◆主催・申込・問合せ先 

      大阪市社会福祉研修・情報センター 

      〒557-0024 大阪市西成区出城 2-5-20 

      TEL（06）4392-8201  FAX（06）4392-8272   
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備考欄 

車いす使用の方、拡大文字資料・手話通訳・要約筆記が必要な方は 3 週間前迄にお申し込みください。 

 

平成２４年１０月に障害者虐待防止法が施行され、１年が経ちました。法律には、障がいのある人への

虐待を早期発見し、当事者や養護者への支援を行うために、福祉の専門職はもちろんのこと、すべての人

に対しても、虐待を発見した場合は、通報しなければならないことが明記されています。それでもなお、

表に現れている問題は、氷山の一角にすぎません。 

なぜ虐待が起こるのかを理解し、虐待を防ぐために、私たちができることは何か。地域福祉の視点から

虐待を考え、その人らしい暮らしを守り、地域で支えることの大切さを学びませんか。 

（交通のご案内）●市バス「長橋 2 丁目」バス停すぐ 

●ＪＲ環状線・大和路線「今宮」駅（西出口）から徒歩 10 分  

●地下鉄四つ橋線「花園町」駅（2 号出口）から徒歩 15 分  

◆講師プロフィール◆ 

東京大学大学院医学系研究科修士・博士課

程を経て愛知県発達障害研究所に研究員とし

て勤務。その後花園大学を経て現職。 

主要な社会活動として、大阪府障害者福祉

事業団苦情処理解決委員、大阪市社会福祉審

議会委員、大阪市人権施策推進審議会委員、

堺市自立支援協議会々長、大阪市自立支援協

議会委員など。 

≪社会福祉講演会 申込書≫  FAX ０６－４３９２－８２７２（切取らずにこのままＦＡＸでお送りください） 

 

無料 


